
近江八幡商工会議所女性会規約 

 

（目 的    ） 

第１条 本女性会は会員相互の親睦、融和を図ると共に、広い見識に立ち、経営能力の

みならず、人格、教養の向上に努め、近江八幡商工会議所の事業活動の一翼を

担い、地域社会の繁栄に貢献することを目的とする。 

（名 称    ） 

第２条 本女性会は近江八幡商工会議所女性会（以下「女性会」という。）と称する。 

（事務所）       

第３条 本女性会の事務所は近江八幡商工会議所事務所に置く。 

（事 業    ） 

第４条 本女性会は、第 1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）会員相互の連絡、啓発、親睦 

（２）企業経営及び女性としての自己研鑚 

（３）各種講演会、懇談会、研究会等の開催 

（４）商工業の改善発達に関する意見の提案 

（５）近江八幡商工会議所事業の推進及び協力 

（６）各地商工会議所女性会との連携 

（７）その他、本女性会の目的達成に必要な事業 

（会 員    ） 

第５条 本女性会の会員たる資格を有する者は、次の各号のいずれかの要件を備え、本

女性会の趣旨に賛同し、役員会において承認された者とする。 

近江八幡商工会議所の会員事業所の 

（１）女性経営者 

（２）経営者の妻及び家庭で経営に関与している女性 

（３）職務上要職にある女性 

（退 会    ） 

第６条 会員は退会届を提出の上で事業年度の終わりにおいて退会することができる。 

（除 名    ） 

第７条 会員が次の各項に該当するときは除名することができる。 

（１）会費の支払い、その他、本会に対する義務を怠った会員 

（２）本会の事業を妨げ、叉は妨げようとした会員 

（３）著しく信用を失う行為をした会員 

（役 員    ） 

第８条 本女性会に次の役員をおく。 

              会長 １名 ・ 副会長 ２名 ・ 理事 若干名 ・ 監事 ２名 



（役員の選任） 

第９条 理事、監事は総会において会員の中から選出し、会長、副会長は理事の互選と 

する。 

（役員の任期） 

第１０条 （１）役員の任期は 2年とする。但し、再任は最大３期までとする。 

（２）補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（３）任期満了により退任した役員は、後任者が就任するまでの職務を行うも      

      のとする。 

（役員の職務） 

第１１条 （１）会長は、本女性会を代表し、会務を処理する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（３）理事は、会長の指示により、会務を処理する。 

（４）監事は、本会の会計監査を行う。 

（顧 問    ） 

第１２条 （１）女性会に顧問をおくことができる。 

（２）顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。 

（３）顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 

（会 議    ） 

第１３条 本女性会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会とする。 

（総 会    ） 

第１４条 （１）定期総会は年１回とし、臨時総会は必要が生じたとき、役員会の議決を 

                経て会長が召集する。 

          （２）総会は、会員の１／２以上出席で成立し、議決は出席者の過半数で決す 

                ることによる。 

          （３）総会は会長が議長となる。 

          （４）総会の議決事項は、①規約の制定、改正及び廃止  ②役員の選任  

                ③事業計画、事業報告  ④収支予算、決算報告  ⑤その他役員会におい 

                て必要と認める事項 

（役 員 会） 

第１５条 （１）役員会は、必要に応じ、会長が召集し、総会の決定に基づく事項の外、 

                本会の目的達成のため必要な事項を協議し、執行する。 

（２）役員会は会長が議長となる。 

（議  事） 

第１６条 本会で議決した重要な事項は、近江八幡商工会議所常議委員会の議を経なけ 

ればならない。 

 



（委 員 会） 

第１７条 （１）本会にその目的達成に必要な場合、委員会を設置することができる。 

（２）委員会の運営については委員会で定める。 

（事業年度及び会計） 

第１８条 （１）本女性会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 

                ３１日に終わる。 

          （２）本女性会の経費は会費、補助金、その他の収入をもってあてる。 

（３）会費の額、及びその納入方法等は、総会において定める。 

（ア）  額は、総会において定める 

（イ）  納入方法については、原則として自動振替によるものとし前期、

後期の2回に年額会費の半額を納入するものとする。 

また、商工会議所会費振替口座と同様の口座とする。 

前期 5月12日・後期9月12日 

（但し、12日が休日の場合は翌営業日とする） 

（ウ）  新規加入者の会費については、入会承諾の翌月より年額を按分

し、各納期に納入するものとする。 

（エ）  年度途中の退会については、前・後期にかかわらず返納しない

ものとする 

 

（４）行事等で特に経費が必要とするときは、総会の承認を得て、臨時会費を 

徴収することができる。その額等は、役員会において定める。 

 

 

 

付 則     

 

１．設立当時の役員の任期は第１０条の規定にかかわらず、平成３年３月３１日迄とする。 

２．最初の事業年度、会計年度は、第１８条第１項の規定にかかわらず、本婦人会設立の

日から平成３年３月３１日迄とする。 

３．本規約は平成２年１２月３日より施行する。 

４．平成１２年１１月１日より第２条名称を、近江八幡商工会議所婦人会から近江八幡商

工会議所女性会に名称変更する。 

 


